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  こ～ぷのお家桜ヶ丘 訪問看護ステーション 
 

 



 

訪問看護重要事項・サービス説明書 
 

１．当法人の概要 

名称・法人種別 社会福祉法人 こーぷ福祉会 

代表者名 理事長   吉島 孝 

所在地・電話 仙台市青葉区桜ヶ丘２丁目２０－１ 

電話 ０２２－２７９－２９４１   ＦＡＸ ０２２－７１９－３１６５ 

業務の概要 訪問看護、通所介護、訪問介護、居宅介護支援事業、地域包括支援セン

ター、定期巡回、ショートステイ・高齢者住宅 

 

２．事業所の概要 

事業所名 こ～ぷのお家桜ヶ丘 訪問看護ステーション 

所在地 仙台市青葉区桜ヶ丘２丁目２０－１ 

提供可能サービス及び 

介護保険事業所番号 

 

 

訪問看護 

 

 ０４６５１９００８０号 

管理者及び連絡先 
サービス種類 氏名 連絡先 

訪問看護 池下 久美 ０２２－３０３－０８２８ 

サービス提供地域 仙台市全域 

 

３．事業所の職員体制等 

職  種 人  員 

管 理 者                  １   名 （正看護師・訪問看護提供を兼務） 

訪問看護提供職員 
正看護師       名（  常勤   名、   非常勤  名） 

理学療法士 １名（常勤） １名（非常勤） 作業療法士 １名（非常勤） 

事務担当職員             １名 （非常勤） 

 

 

４．営業日及び営業時間 

営業日  ：毎週月曜日から金曜日 

  営業時間 ：午前 ９：００～ 午後 ５：３０ 

  休 日   ：毎週土・日曜日、国民の休日、１２月２９日から１月３日まで 

         電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

         （ただし、緊急時訪問看護加算算定時に基づくものとする） 
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５．当事業所のサービス方針 

私たちの所属する「社会福祉法人こーぷ福祉会 こ～ぷのお家桜ヶ丘訪問看護ステーション」は、 

いつでも、だれでも安心して暮らせる社会を目指しています。 

看護や介護が必要な人にとって、体のケアだけでなく、心のケアも念頭においた利用者本位の 

ケアプランが作成され、安心して看護や介護サービスを受けられることが最も大切です。 

私たちは、知恵と力をあわせ、良質な看護サービスの提供と健全な事業運営のためにいっそうの 

研修に励むとともに、情報を共有しネットワークを広げ、個人情報保護に留意し要介護者と介護者の 

人権擁護（尊重）、地域住民の福祉向上に資することを目指します。 

６．サービスの内容 

     （１）指定訪問看護は利用者の居宅において、看護師その他省令で定める者が療養上の世話、又は、 

       必要な診療の補助を行うサービスです。 

  訪問看護 

２０分未満 ３１３ 単位／回 

３０分未満 ４７０ 単位／回 

３０分以上６０分未満 ８２１ 単位／回 

１時間以上１時間３０分未満  1,125 単位／回 

＜算定要件＞ 

（２０分未満） 

・指定訪問看護を２４時間行うことができる体制を整えている。 

・居宅サービス計画又は訪問看護計画の中に、２０分以上の訪問看護が週１回以上含まれている場合。 

・ 

  理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合* 

１回あたり２９３単位／回 

         （１回あたり２０分） 

・１日に２回を超えて訪問看護を行う場合、１回につき所定  

 訪問単位数に９０／１００を乗じた単位数で算定する。 

・１週間に６回を限度に算定する。 

 * リハビリテーションとは、看護師と理学療法士等が連携して行うものとする 

加算サービス内容 

□緊急時訪問看護加算 

利用者又は家族等から電話などにより、看護に関する意見を求められた場合に常時対応出来る 

体制にあり訪問看護を受けようとする場合、当該体制にある旨を説明し、同意を得た場合に、 

月１回に限り所定額に加算します。（この加算については区分支給限度算定対象外となります） 

特別管理加算 

 特別な管理を必要とする利用者＜＊厚生労働大臣が定める状態＞に対して、電話などにより 

看護に関する意見を求められた場合、常時対応出来る体制、整備がなされ計画的管理上、 

月１回に限り所定額に加算します。（この加算については区分支給限度算定対象外となります） 

＜＊厚生労働大臣が定める状態＞ 

□特別管理加算（Ⅰ） 

 ・在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けてる状態、又は 

 気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 

□特別管理加算（Ⅱ） 

・在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養 

 指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法 

  指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 

・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態 

・真皮を超える褥瘡の状態 

・点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 

２ 



 

□サービス提供体制強化加算Ⅰ 

□サービス提供体制強化加算Ⅱ 

厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所が、利用者に対し訪問看護を行った場合、１回につき

所定単位を加算します。（算定要件あり） 

（この加算については区分支給限度算定対象外となります） 

 

□初回加算 

過去２ヶ月間に訪問看護サービスを利用していない場合で、新規に訪問看護計画を作成した利用者に対

して、訪問看護を提供した場合加算します。 

 

□退院時共同指導加算 

退院又は退所後の初回訪問看護の際、１回に限り加算します。（特別な管理を要する場合２回算定可） 

 

□看護体制強化加算(Ⅰ） 

□看護体制強化加算（Ⅱ） 

中重度の要介護者の在宅生活を支える訪問看護体制のある事業所に対して加算します。（算定要件あり） 

 

□複数名訪問加算(Ⅰ） 

同時に複数の看護師等が１人の利用者に計画的に訪問看護をおこなった場合、２人目の従事者の所要時

間により加算します。（算定要件あり） 

 

□看護・介護職員連携強化加算 

たんの吸引等（＊）を実施する事業所として所定の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、たんの吸

引等が必要な利用者に係る計画の作成や、訪問介護員に対する助言等の支援を行った場合、１月に１回

加算します。 

（＊）たんの吸引等・・・口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、 

           胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養 

□ターミナルケア加算 

厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所が、在宅で死亡した利用者の死亡日および死亡日前１

４日以内に２日以上ターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを行った後、２４時間以内に在宅以外で

死亡した場合を含む）に加算します。（この加算については区分支給限度算定対象外となります） 

 

*各加算料金については別紙の料金表をご参照ください。 

 

（２）サービスは契約書の第１６条に沿って計画的に提供します。 

（３）事業者は、次の日程により指定訪問看護を提供します。 

３ 

曜日 訪問時間帯 訪問看護内容（概要）

月曜日 ～

火曜日 ～

水曜日 ～

木曜日 ～

金曜日 ～

ﾊﾞｲﾀﾙ測定 : 状態観察 

保清（入浴・清拭・足浴） : 排泄支援 

（      ）管理・交換 : （      ）処置 ：  リハビリテーション 

介護支援・相談・指導 : 関係機関連携 



 

 

 

 

７．サービス利用料及び利用者負担 

（１）サービス利用料および利用者負担分は別紙一覧（利用料金表）のとおりです。 

（２）利用者負担分は、当月分をまとめて請求し、翌月２０日に郵便局自動払い込による口座引き落とし 

   をさせていただきます。（ 当日郵便局休業の時は、翌営業日となります。） 

（３）上記の利用者負担金は、「法定代理受領（ 現物給付 ）」の場合について記載しています。 

     居宅サービス計画を作成しない場合など、「償還払い」となる場合には、いったん利用者が 

     利用料金を支払い、その後市町村に対して負担割合の分を請求することになります。   

（４）交通費については、介護保険でのご利用の場合、介護報酬に含まれます。 

     なお、医療保険での訪問看護となる場合におきましては、全額自己負担となります。 

 

８. 緊急時の対応 

看護師等は、訪問看護サービスの提供中に利用者の病状の急変が生じた場合には、必要に応じて臨 

時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医への連絡を行い指示を求めるなどの必要な措置を講 

じます。又、事故発生時、市町村、利用者の家族、利用者に関係する居宅介護支援事業所に対し連絡 

を行います。緊急連絡先、主治医等の連絡先を職員全体に周知を講じます。 

 

９. 事故発生時の対応 

事業所は利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合、市町村、利用者家族、 

利用者に関係する居宅介護支援事業所等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

又、利用者に対する指定訪問看護の提供により生命、身体、財産に損害を与えた場合は速やかに損害 

賠償を行います。 
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１０．苦情・相談対応 

（苦情処理の体制）    

利用者は提供された指定訪問看護に苦情がある場合には、前記窓口事業所、介護支援専門員、 

市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てる事が出来ます。苦情 

申し立て又は相談を受けた場合は、拡大防止を図り 、迅速誠実な対応をいたします。また、必要 

時は指示・サポートを得る等講じ、職員全員の徹底を図り、ご説明報告いたします。申し立て理由 

に関し不利益な取扱をする事はありません。  

 

（苦情・相談対応窓口） 

   名     称        所 在 地 ・ 電 話 番 号 

 

 

こ～ぷのお家桜ヶ丘   

    訪問看護ステーション 

担当者： 池下 久美 

  所在地     仙台市青葉区桜ヶ丘２－２０－１ 

  電話番号       ０２２－３０３－０８２８               

  FAX番号        ０２２－２７７－１５７１ 

 ご利用時間       ９：００～１７：００ (月～金曜日）       

仙台市 介護事業支援課 

居宅サービス指導係 

 所在地    仙台市青葉区国分町３－７－１ 

 電話番号      ０２２－２１４－８１９２ 

 FAX番号      ０２２－２１４－４４４３ 

 ご利用時間     ９：００～１７：００ (月～金曜日） 

第三者委員苦情相談窓口 

 

 所在地    仙台市青葉区柏木１－２－４５ 

                          フォレスト仙台５F 

 電話番号      ０２２－２７６－５２０１ 

 FAX番号      ０２２－２７６－５１６０ 

 ご利用時間      ９：００～１６：００ (月～土曜日） 
 

国民健康保険団体連合会 
 

  所在地     仙台市青葉区上杉１－２－３自治会館６F 

  電話番号        ０２２－２２２－７７００ 

   ご利用時間    ９：００～１６：００ (月～金曜日） 

 

宮城県社会福祉協議会 

運営適正委員会 

  

 所在地     仙台市青葉区本町３－７－４ 

 電話番号        ０２２－７１６－９６７４ 

 FAX番号      ０２２－７１９－９２９８   

  ご利用時間     ９：００～１６：００ (月～土曜日） 

 

１１.その他 

：指定訪問看護提供の際の事故やトラブルを避ける為、次の事項にご留意下さい。 

①看護師等は、年金の管理、金銭管理等の取り扱いは致しかねますので、ご了承下さい。 

②看護師等に対する贈り物や飲食のもてなしは、ご遠慮させて頂きます。 

③保険証の変更がありましたら、職員に必ずご連絡ください。 

④大災害が生じた場合は、下記の対応をさせて頂く場合もあります。 

 ・ライフラインが寸断された場合は連絡がつかなくなります。 

 ・予定になっている訪問看護の場合においては、サービスの提供を中止させて頂きます。 

 ・訪問看護提供の際は、途中でサービスを中止させて頂きます。                     

 

５ 

 



  

 

 

 訪問看護の提供開始にあたり、利用者に対して、本書面に基づいて重要事項を説明しました。 

 

 

                                            年    月    日 

  

事業者   所 在 地     仙台市青葉区桜ヶ丘２－２０－１ 

        名    称     こ～ぷのお家桜ヶ丘 訪問看護ステーション  

                 

                 施設長        木島 弘詞             印 

       

 

 

              説明者氏名                         印 

 

 

 

 

 

 

 

   私は、契約書および本書面により、事業者から訪問看護についての重要事項の説明をうけました。 

                           

                                        年     月     日 

 

 

 

      利用者   住所                            

          

                  氏名                             

 

 

     （代理人）    住所                       

          

               氏名                             

 

   

 

 

       

 

６ 


